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厚年基金の平成21年度（H22.3末)
決算の積立状況等～全体版：速報～
厚年基金の平成21年度（H22.3末)
決算の積立状況等～全体版：速報～
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三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース三菱ＵＦＪ年金ニュース

単独・連合型も含む厚年基金の平成21年度決算※１の速報値※２

を集計しましたので概要をご案内致します。（ は

総合型のみの速報値）

１．継続基準の積立水準：平均 １．１３ （前年度平均０．９２）
⇒ １８％（前年度７８％）が継続基準に抵触しました。

２．非継続基準の積立水準：平均 ０．８４ （前年度平均０．７０）
⇒ ８２％(前年度９４％）が非継続基準に抵触しました。

【当年度集計の概要】
期ズレ解消により継続基準の積立状況が大幅に改善※３。

ポイントポイント
※ご参考に厚年基金以外のお客様にも送付させて頂きます。

前回ニュース

※１ 弊社総幹事の131基金（総合型106基金、単独・連合型25基金、将来停止先を除く）の集計
※２ 平成21年度厚年本体利回りを7.5%（弊社推計値）として算出した速報値。確定値は8月下旬頃別途ご案内予定。
※３ 期ズレ解消のB/Sへの反映は21年度決算より（掛金計算へはH21.10.1以降を適用日とする掛金計算から反映）。

全厚年基金の分布とは傾向が異なり得る点についてご留意下さい。
ご案内中の決算報告書から資産評価方法や許容繰越不足金等を変更することにより、代議
員会で議決される決算結果が変更されることがあります。そのため、当ニュースが最終的な
集計結果と大きく乖離する可能性がありますのでご留意下さい。

今回ご案内のﾃﾞｰﾀ（次頁以降）今回ご案内のﾃﾞｰﾀ（次頁以降）

【集計】積立状況の分布表 ･･･2／8頁
１．継続基準の積立水準分布 ･･･3／8頁
（純資産額＋許容繰越不足金）÷責任準備金 等

２．非継続基準の積立水準分布 ･･･4／8頁
純資産額÷Max（最低積立基準額×0.9、最低責任準備金×1.05） 等

３．成熟度に関する指標 ･･･6／8頁
加入者／受給者
給付額／掛金額

４．その他の指標 ･･･7／8頁

https://safe.tr.mufg.jp/cgi-bin/houjin/jutaku/kgkaiin/login.cgi?file=nnews_2010_123.pdf
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【集計】 積立状況の分布表【集計】 積立状況の分布表

全体 件数 （割合）

充足 24 (18.3%) 0 (0.0%) 24 (18.3%)

抵触 83 (63.4%) 24 (18.3%) 107 (81.7%)

合計 107 (81.7%) 24 (18.3%) 131 (100.0%)

総合設立 件数 （割合）

充足 13 (12.3%) 0 (0.0%) 13 (12.3%)

抵触 69 (65.1%) 24 (22.6%) 93 (87.7%)

合計 82 (77.4%) 24 (22.6%) 106 (100.0%)

単独・連合設立 件数 （割合）

充足 11 (44.0%) 0 (0.0%) 11 (44.0%)

抵触 14 (56.0%) 0 (0.0%) 14 (56.0%)

合計 25 (100.0%) 0 (0.0%) 25 (100.0%)

合計

合計

　　　　　 　  　     継続基準
非継続基準

　　　　　 　  　     継続基準
非継続基準 充足 抵触

充足 抵触

　　　　　 　  　     継続基準
非継続基準 充足 抵触 合計
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１．継続基準の積立水準分布１．継続基準の積立水準分布

継続基準の積立水準＝（純資産額＋許容繰越不足金）÷責任準備金

⇒1.0未満の場合は責任準備金確保のための変更計算の実施が必要
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【ご参考】 純資産/責任準備金【ご参考】 純資産/責任準備金

＜0.6未満はゼロ件＞
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２．非継続基準の積立水準分布２．非継続基準の積立水準分布

非継続基準の積立水準＝純資産額÷Max（最低積立基準額×0.9、最低責任準備金×1.05）

⇒当該積立水準が1.0未満の場合が非継続基準に抵触※

単独・連合設立

0

2

4

6

8

10

12

0.5～ 0.6～ 0.7～ 0.8～ 0.9～ 1.0～

積立水準

件

平均積立水準：0.95

対象先：25基金

総合設立

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.5～ 0.6～ 0.7～ 0.8～ 0.9～ 1.0～

積立水準

件

平均積立水準：0.81

対象先：106基金

全体

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0.5～ 0.6～ 0.7～ 0.8～ 0.9～ 1.0～

積立水準

件

平均積立水準：0.84
対象先：131基金

＜0.5未満はゼロ件＞

＜0.5未満はゼロ件＞ ＜0.6未満はゼロ件＞

※ 詳細は5頁「ご参考③」を参照
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ご参考① 純資産／最低積立基準額ご参考① 純資産／最低積立基準額

＜0.5未満はゼロ件＞
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ご参考② 純資産／最低責任準備金ご参考② 純資産／最低責任準備金
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ご参考③ 非継続基準の判定ご参考③ 非継続基準の判定 （財政運営基準第四１(3)カ(ア)）

※※ 抵触した場合は、回復計画の策
定が必要です。（回復計画が自然
回復となれば、追加拠出の必要は
ない）

非継続基準に抵触※※非継続基準に抵触※※

非継続基準を充足非継続基準を充足

A 「年金資産／最低責任準備金≧1.05」かつ
「年金資産／最低積立基準額≧0.9」

A 「年金資産／最低責任準備金≧1.05」かつ
「年金資産／最低積立基準額≧0.9」

総合１０６基金のうち該当した割合、単独・連合基金２５基金のうち該当した割合
（全体１３１基金のうち該当した割合）

総合１０６基金のうち該当した割合、単独・連合基金２５基金のうち該当した割合
（全体１３１基金のうち該当した割合）

B 「年金資産／最低責任準備金≧1.05」かつ
「0.8≦年金資産／最低積立基準額＜0.9」

B 「年金資産／最低責任準備金≧1.05」かつ
「0.8≦年金資産／最低積立基準額＜0.9」

過去3事業年度の財政検証で
上記Ａである年度が何回あるか

過去3事業年度の財政検証で
上記Ａである年度が何回あるか

1
回
以
下

1
回
以
下

2
回
以
上

2
回
以
上

C 「年金資産／最低責任準備金＜1.05」
または
「年金資産／最低積立基準額＜0.8」

C 「年金資産／最低責任準備金＜1.05」
または
「年金資産／最低積立基準額＜0.8」

総合１２％、単連４４％
（全体１８％）

総合１２％、単連４４％
（全体１８％）

総合８８％、単連５６％
（全体８２％）

総合８８％、単連５６％
（全体８２％）

総合１３％、単連８％
（全体１２％）

総合１３％、単連８％
（全体１２％）

総合１０％、単連８％
（全体１０％）

総合１０％、単連８％
（全体１０％）

総合３％、単連０％
（全体２％）

総合３％、単連０％
（全体２％）

総合６５％、単連８％
（全体５４％）

総合６５％、単連８％
（全体５４％）

総合７７％、単連４８％
（全体７２％）

総合７７％、単連４８％
（全体７２％）

総合１２％、単連４０％
（全体１８％） ※

総合１２％、単連４０％
（全体１８％） ※

※ 「年金資産／最低責任準備金≧1.05」を満たすが、
「年金資産／最低積立基準額＜0.8」 となっている基金

総合９％、単連４４％
（全体１６％）

総合９％、単連４４％
（全体１６％）
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３．成熟度に関する指標３．成熟度に関する指標

①受給者／加入者①受給者／加入者
※基本部分の受給者（受給待期脱退者を含まない）数／基本部分
の加入者数
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②給付額／掛金額②給付額／掛金額 ※ （給付費＋移換金）／掛金額（掛金等収入のうち標準掛金額と
特別掛金額）
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４．その他の指標４．その他の指標

①加算部分の予定利率（継続基準）①加算部分の予定利率（継続基準）

※ 加算型基金121基金の集計
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平均予定利率：4.73％

②最低責任準備金／過去期間代行給付現価②最低責任準備金／過去期間代行給付現価
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最低責任準備金が過去期間代行給付現価の1/2を下回った場合、政府から負担金
（給付現価負担金）が交付されます。

＜0.45未満はゼロ件＞
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8／発行元：三菱ＵＦＪ信託銀行 年金コンサルティング部
※本件に関するご照会は営業担当者までお願い致します。本資料は、当社が作成時における公に入手可能な情報に基づき作成したものですが、内容
の正確性・完全性を保証するものではありません。施策の実行にあたっては、実際の会計処理・税務処理等につき、貴社顧問会計士・税理士等にご確
認くださいますようお願い申し上げます。当レポートの著作権は三菱UFJ信託銀行に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。
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③資産評価方法③資産評価方法

件数 （割合）

総合設立 49 (46.2%) 57 (53.8%) 106 (100.0%)

単独・連合設立 19 (76.0%) 6 (24.0%) 25 (100.0%)

合計 68 (51.9%) 63 (48.1%) 131 (100.0%)

合計数理的評価時価評価

④指定基金の判定（意見募集ﾍﾞｰｽ※）④指定基金の判定（意見募集ﾍﾞｰｽ※） ※意見募集内容の詳細は年金ニュース をご参照No.184

指定基金に指定されない指定基金に指定されない 平成23年2月末までに
健全化計画の策定が必要

平成23年2月末までに
健全化計画の策定が必要

平成19～21年度において1事業年度でも
「純資産額≧最低責任準備金×0.9」の場合

平成19～21年度において1事業年度でも
「純資産額≧最低責任準備金×0.9」の場合

平成19～21年度において3事業年度全て
「純資産額＜最低責任準備金×0.9」の場合

平成19～21年度において3事業年度全て
「純資産額＜最低責任準備金×0.9」の場合

平成22年12月末において「純資産額≧
最低責任準備金×0.9」※※
平成22年12月末において「純資産額≧
最低責任準備金×0.9」※※

平成22年12月末において「純資産額＜
最低責任準備金×0.9」

平成22年12月末において「純資産額＜
最低責任準備金×0.9」

平成22年12月末の積立状況（実績）を確認平成22年12月末の積立状況（実績）を確認

※※ 平成23年2月末までに「健全化計画実施予定年度
における純資産額等の確認」の提出が必要

指定基金に指定される指定基金に指定される

指定基金を解除される指定基金を解除される

総合１０６基金のうち該当した割合、単独・連合基金２５基金のうち該当した割合
（全体１３１基金のうち該当した割合）

総合１０６基金のうち該当した割合、単独・連合基金２５基金のうち該当した割合
（全体１３１基金のうち該当した割合）

総合８４％、単連１００％
（全体８７％）

総合８４％、単連１００％
（全体８７％）

総合１６％、単連０％
（全体１３％）

総合１６％、単連０％
（全体１３％）

以上

https://safe.tr.mufg.jp/cgi-bin/houjin/jutaku/kgkaiin/login.cgi?file=nnews_2009_101.pdf

